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住宅関係

〇応急修理支援制度

〇住宅等復旧支援事業補助金

〇被災宅地等復旧支援事業補助金

〇住宅耐震改修補助制度

〇能登半島地震住宅取得奨励金

〇転居費用助成事業

〇民間賃貸住宅入居助成事業

〇家財一時保管支援事業補助金

〇公費解体

〇穴水町住まい再建支援金(建設購入)
〇穴水町住まい再建支援金(修繕)
〇損壊家屋等解体撤去跡地防草対策
支援金

支援金等

〇被災者生活再建支援金

〇地域福祉推進支援臨時特例給付金

〇自宅再建利子助成事業給付金

〇墓石等復旧支援事業補助金

義援金

〇石川県義援金

〇穴水町義援金

自治会

〇穴水町義援金（二次配分/集落配分）
〇仮設住宅自治組織形成支援事業

〇地域コミュニティ施設等再建補助金



全 壊
令和 ７ 年 10 月 １ 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

最大 300 万円

（単身 ： 225 万円)

被災者生活再建支援金（国・町） 復興推進課： ☎ 52-0934

①基礎支援金 ･･･ 10０万円（単身：75万円）

②加算支援金 ･･･ 建設・購入：２００万円（単身：１５０万円）
補 修 ：１００万円（単身：７５万円）
賃 借 ： ５０万円（単身：３７. ５万円）

※半壊～大規模半壊の住家を解体した世帯は全壊と同様の扱いとなります。

※長期避難世帯も全壊と同様の扱いとなります。

最大 300 万円

対象世帯 ：①高齢者（６５歳以上）がいる世帯 ②障がい者のいる世帯 ③児童扶養手当受給世帯

④住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯 ⑤震災の影響を受けて離職・廃業した人がいる世帯

⑥世帯主・世帯員全員が抱える全てのローン残高が 100 万円を超える世帯 ほか

申請期限 ：令和９年１月３１日まで

①家財等支援 ･･･ 最大１００万円 ( 家財：５０万円 + 自動車：５０万円）

②住宅再建支援 ･･･ 建設・購入・補修：最大２００万円

賃借：最大１００万円

地域福祉推進支援臨時特例給付金 臨時特例給付金コールセンター： ☎ 076-225-1956
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最大 300 万円

自宅再建利子助成事業給付金 県生活再建支援課： ☎ 076-225-1968

対象世帯：①半壊以上 ②敷地被害解体、長期避難

③応急仮設住宅等から供与期間内に退去

収入要件:・世帯収入が６００万円以内（所得の場合は４４０万円以内）

・２３歳未満の被扶養者がいる世帯は世帯収入の制限なし

対象世帯：令和 6 年 1 月 1 日時点で穴水町に住所を有し、住家の罹災判定が半壊以上で、

町内に新築または新築物件を購入する、町税等の滞納がない世帯

能登半島地震住宅取得奨励金 復興推進課： ☎ 52-0934

最大200 万円

（定額100万円）

＋

（子育て世帯加算

100万円）

※被災者生活再建支援金（国）の加算金申請（建設・購入）を行い、該当している世帯は申請不要

※新築とは居間、風呂、台所、トイレが備わっており、専ら居住の用に供する部分の面積が50㎡以上、

または取得費用が建物だけで1,250万円以上の物件が対象。

※子育て加算は申請時点または被災時に高校生以下の子供がいる世帯に加算されます。

震災により住家に被害を受け、町内で新築（新築物件の購入）する世帯に、奨励金を支給します。

対象範囲:①屋根・基礎・柱・外壁・床 など ②トイレなどの衛生設備

③電気・ガス・上下水道などの配管・配線 ④ドア等の開口部 など

申請期限：令和７年１２月３１日まで ※状況に応じて延長の場合あり

最大 ７０．６ 万円

※原則、 公費解体との併用はできません

応急修理支援制度 地域整備課： ☎ 52-3680



最大 5 万円
公費解体または自費解体の申請者で、県のホームページに掲載されている事業者が行う

家財一時保管サービスを利用した方へ、補助金を給付します。

家財一時保管支援事業補助金 環境安全課： ☎ 52-3770

申請受付【終了】

公費解体 公費解体専用ダイヤル（平日9時～16時）： ☎ 23-4176

260 万円
第一次配分：２０万円 第二次配分：８０万円 第三次配分：８０万円

第五次配分：8０万円

石川県義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700

１０ 万円 震災により被害を受けた世帯に対して、全国から寄せられた義援金を配分します。

穴水町義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700
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全 壊
令和 ７ 年 10 月 １ 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

10 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の住まいに住み替える場合に要する費用を助成します。

※1世帯につき、1回に限り申請可能です。

ただし、応急仮設住宅・みなし仮設住宅に同居する複数の世帯が同一再建先に転居した

場合は、1つの世帯とみなします。

転居費用助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934

20 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の民間賃貸住宅に入居した際に必要となる契約に伴う費用

を助成します。

※すでに民間賃貸住宅への入居が完了している方も対象となります。

民間賃貸住宅入居助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934
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全 壊
令和 ７ 年 10 月 １ 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

上限 ２００万円

穴水町住まい再建支援金（建設・購入） 復興推進課： ☎ 52-0934

町内で建設または購入した世帯で、再建費用の10％を支給します。

※再建費用が500万円を超えない場合は、支援対象外

※住宅建設費用のみ対象（土地購入費は支援対象外）

※DIYによる材料費等は対象外（自身で建設する場合）

上限 １００万円

穴水町住まい再建支援金（修繕） 復興推進課： ☎ 52-0934

町内で震災により被害を受けた住家の修繕が完了した世帯に、再建費用の１０％を
支給します。

※再建費用が300万円を超えない場合は、支援対象外

※住宅の修繕のみ対象（擁壁補修、カーポート修繕など土地に係る費用や家電製品

の購入・設置費用は支援対象外）

※DIYによる材料費等は対象外（自身で修繕する場合）



最大 250 万円

（単身 ： １８７．５ 万円)

被災者生活再建支援金（国・町） 復興推進課： ☎ 52-0934

①基礎支援金 ･･･ ５０万円（単身：３７．５万円）

②加算支援金 ･･･ 建設・購入：２００万円（単身：１５０万円）
補 修 ：１００万円（単身：７５万円）
賃 借 ： ５０万円（単身：３７. ５万円）

最大 300 万円 ①家財等支援 ･･･ 最大１００万円 ( 家財：５０万円 + 自動車：５０万円）

②住宅再建支援 ･･･ 建設・購入・補修：最大２００万円

賃借：最大１００万円

地域福祉推進支援臨時特例給付金 臨時特例給付金コールセンター： ☎ 076-225-1956

震災により住家に被害を受け、町内で新築（新築物件の購入）する世帯に、奨励金を支給します。

対象世帯：令和 6 年 1 月 1 日時点で穴水町に住所を有し、住家の罹災判定が半壊以上で、

町内に新築または新築物件を購入する、町税等の滞納がない世帯

能登半島地震住宅取得奨励金 復興推進課： ☎ 52-0934
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大規模半壊
令和 ７ 年 10 月 １ 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

最大200 万円

（定額100万円）

＋

（子育て世帯加算

100万円）

※被災者生活再建支援金（国）の加算金申請（建設・購入）を行い、該当している世帯は申請不要

※新築とは居間、風呂、台所、トイレが備わっており、専ら居住の用に供する部分の面積が50㎡以上、

または取得費用が建物だけで1,250万円以上の物件が対象。

※子育て加算は申請時点または被災時に高校生以下の子供がいる世帯に加算されます。

対象世帯 ：①高齢者（６５歳以上）がいる世帯 ②障がい者のいる世帯 ③児童扶養手当受給世帯

④住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯 ⑤震災の影響を受けて離職・廃業した人がいる世帯

⑥世帯主・世帯員全員が抱える全てのローン残高が 100 万円を超える世帯 ほか

申請期限 ：令和９年１月３１日まで

最大 ７０．６ 万円

※原則、 公費解体との併用はできません

応急修理支援制度 地域整備課： ☎ 52-3680

対象範囲:①屋根・基礎・柱・外壁・床 など ②トイレなどの衛生設備

③電気・ガス・上下水道などの配管・配線 ④ドア等の開口部 など

申請期限：令和７年１２月３１日まで ※状況に応じて延長の場合あり

最大 300 万円

自宅再建利子助成事業給付金 県生活再建支援課： ☎ 076-225-1968

対象世帯：①半壊以上 ②敷地被害解体、長期避難

③応急仮設住宅等から供与期間内に退去

収入要件:・世帯収入が６００万円以内（所得の場合は４４０万円以内）

・２３歳未満の被扶養者がいる世帯は世帯収入の制限なし

※半壊～大規模半壊の住家を解体した世帯は全壊と同様の扱いとなります。

※長期避難世帯も全壊と同様の扱いとなります。



10 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の住まいに住み替える場合に要する費用を助成します。

※1世帯につき、1回に限り申請可能です。

ただし、応急仮設住宅・みなし仮設住宅に同居する複数の世帯が同一再建先に転居した

場合は、1つの世帯とみなします。

転居費用助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934

最大 5 万円
公費解体または自費解体の申請者で、県のホームページに掲載されている事業者が行う

家財一時保管サービスを利用した方へ、補助金を給付します。

家財一時保管支援事業補助金 環境安全課： ☎ 52-3770

公費解体 公費解体専用ダイヤル（平日9時～16時）： ☎ 23-4176

195 万円
第一次配分：１５万円 第二次配分：６０万円 第三次配分：６０万円

第五次配分：6０万円

石川県義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700

７. ５ 万円 震災により被害を受けた世帯に対して、全国から寄せられた義援金を配分します。

穴水町義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700

大規模半壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

申請受付【終了】

20 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の民間賃貸住宅に入居した際に必要となる契約に伴う費用

を助成します。

※すでに民間賃貸住宅への入居が完了している方も対象となります。

民間賃貸住宅入居助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934
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大規模半壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

6

上限 ２００万円

穴水町住まい再建支援金（建設・購入） 復興推進課： ☎ 52-0934

町内で建設または購入した世帯で、再建費用の10％を支給します。

※再建費用が500万円を超えない場合は、支援対象外

※住宅建設費用のみ対象（土地購入費は支援対象外）

※DIYによる材料費等は対象外（自身で建設する場合）

上限 １００万円

穴水町住まい再建支援金（修繕） 復興推進課： ☎ 52-0934

町内で震災により被害を受けた住家の修繕が完了した世帯に、再建費用の１０％を
支給します。

※再建費用が300万円を超えない場合は、支援対象外

※住宅の修繕のみ対象（擁壁補修、カーポート修繕など土地に係る費用や家電製品

の購入・設置費用は支援対象外）

※DIYによる材料費等は対象外（自身で修繕する場合）



最大 120 万円

（単身 ： 90 万円)

被災者生活再建支援金（国・町） 復興推進課： ☎ 52-0934

①基礎支援金（町）･･･ ２０万円（単身：１５万円）

②加算支援金（国) ･･･ 建設・購入：１００万円（単身：75万円）
補 修 ： ５０万円（単身：37.５万円）
賃 借 ： ２５万円（単身：18.75万円）

最大 300 万円 ①家財等支援 ･･･ 最大１００万円 ( 家財：５０万円 + 自動車：５０万円）

②住宅再建支援 ･･･ 建設・購入・補修：最大２００万円

賃借：最大１００万円

地域福祉推進支援臨時特例給付金 臨時特例給付金コールセンター： ☎ 076-225-1956

震災により住家に被害を受け、町内で新築（新築物件の購入）する世帯に、奨励金を支給します。

対象世帯：令和 6 年 1 月 1 日時点で穴水町に住所を有し、住家の罹災判定が半壊以上で、

町内に新築または新築物件を購入する、町税等の滞納がない世帯

能登半島地震住宅取得奨励金 復興推進課： ☎ 52-0934

7

中規模半壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

最大200 万円

（定額100万円）

＋

（子育て世帯加算

100万円）

※被災者生活再建支援金（国）の加算金申請（建設・購入）を行い、該当している世帯は申請不要

※新築とは居間、風呂、台所、トイレが備わっており、専ら居住の用に供する部分の面積が50㎡以上、

または取得費用が建物だけで1,250万円以上の物件が対象。

※子育て加算は申請時点または被災時に高校生以下の子供がいる世帯に加算されます。

対象世帯 ：①高齢者（６５歳以上）がいる世帯 ②障がい者のいる世帯 ③児童扶養手当受給世帯

④住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯 ⑤震災の影響を受けて離職・廃業した人がいる世帯

⑥世帯主・世帯員全員が抱える全てのローン残高が 100 万円を超える世帯 ほか

申請期限 ：令和９年１月３１日まで

最大 300 万円

自宅再建利子助成事業給付金 県生活再建支援課： ☎ 076-225-1968

対象世帯：①半壊以上 ②敷地被害解体、長期避難

③応急仮設住宅等から供与期間内に退去

収入要件:・世帯収入が６００万円以内（所得の場合は４４０万円以内）

・２３歳未満の被扶養者がいる世帯は世帯収入の制限なし

最大 ７０．６ 万円

※原則、 公費解体との併用はできません

応急修理支援制度 地域整備課： ☎ 52-3680

対象範囲:①屋根・基礎・柱・外壁・床 など ②トイレなどの衛生設備

③電気・ガス・上下水道などの配管・配線 ④ドア等の開口部 など

申請期限：令和７年１２月３１日まで ※状況に応じて延長の場合あり

※半壊～大規模半壊の住家を解体した世帯は全壊と同様の扱いとなります。

※長期避難世帯も全壊と同様の扱いとなります。



最大 5 万円
公費解体または自費解体の申請者で、県のホームページに掲載されている事業者が行う

家財一時保管サービスを利用した方へ、補助金を給付します。

家財一時保管支援事業補助金 環境安全課： ☎ 52-3770

公費解体 公費解体専用ダイヤル（平日9時～16時）： ☎ 23-4176

130 万円
第一次配分：１0万円 第二次配分：4０万円 第三次配分：4０万円

第五次配分：4０万円

石川県義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700

５ 万円 震災により被害を受けた世帯に対して、全国から寄せられた義援金を配分します。

穴水町義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700

8

中規模半壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

申請受付【終了】

10 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の住まいに住み替える場合に要する費用を助成します。

※1世帯につき、1回に限り申請可能です。

ただし、応急仮設住宅・みなし仮設住宅に同居する複数の世帯が同一再建先に転居した

場合は、1つの世帯とみなします。

転居費用助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934

20 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の民間賃貸住宅に入居した際に必要となる契約に伴う費用

を助成します。

※すでに民間賃貸住宅への入居が完了している方も対象となります。

民間賃貸住宅入居助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934



9

中規模半壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

上限 ２００万円

穴水町住まい再建支援金（建設・購入） 復興推進課： ☎ 52-0934

町内で建設または購入した世帯で、再建費用の10％を支給します。

※再建費用が500万円を超えない場合は、支援対象外

※住宅建設費用のみ対象（土地購入費は支援対象外）

※DIYによる材料費等は対象外（自身で建設する場合）

上限 １００万円

穴水町住まい再建支援金（修繕） 復興推進課： ☎ 52-0934

町内で震災により被害を受けた住家の修繕が完了した世帯に、再建費用の１０％を
支給します。

※再建費用が300万円を超えない場合は、支援対象外

※住宅の修繕のみ対象（擁壁補修、カーポート修繕など土地に係る費用や家電製品

の購入・設置費用は支援対象外）

※DIYによる材料費等は対象外（自身で修繕する場合）



最大 120 万円

（単身 ： 90 万円)

被災者生活再建支援金（国・町） 復興推進課： ☎ 52-0934

①基礎支援金（町）･･･ ２０万円（単身：１５万円）

②加算支援金（国) ･･･ 建設・購入：１００万円（単身：75万円）
補 修 ： ５０万円（単身：37.５万円）
賃 借 ： ２５万円（単身：18.75万円）

最大 300 万円 ①家財等支援 ･･･ 最大１００万円 ( 家財：５０万円 + 自動車：５０万円）

②住宅再建支援 ･･･ 建設・購入・補修：最大２００万円

賃借：最大１００万円

地域福祉推進支援臨時特例給付金 臨時特例給付金コールセンター： ☎ 076-225-1956

震災により住家に被害を受け、町内で新築（新築物件の購入）する世帯に、奨励金を支給します。

対象世帯：令和 6 年 1 月 1 日時点で穴水町に住所を有し、住家の罹災判定が半壊以上で、

町内に新築または新築物件を購入する、町税等の滞納がない世帯

能登半島地震住宅取得奨励金 復興推進課： ☎ 52-0934
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半 壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

最大200 万円

（定額100万円）

＋

（子育て世帯加算

100万円）

※被災者生活再建支援金（国）の加算金申請（建設・購入）を行い、該当している世帯は申請不要

※新築とは居間、風呂、台所、トイレが備わっており、専ら居住の用に供する部分の面積が50㎡以上、

または取得費用が建物だけで1,250万円以上の物件が対象。

※子育て加算は申請時点または被災時に高校生以下の子供がいる世帯に加算されます。

対象世帯 ：①高齢者（６５歳以上）がいる世帯 ②障がい者のいる世帯 ③児童扶養手当受給世帯

④住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯 ⑤震災の影響を受けて離職・廃業した人がいる世帯

⑥世帯主・世帯員全員が抱える全てのローン残高が 100 万円を超える世帯 ほか

申請期限 ：令和９年１月３１日まで

最大 300 万円

自宅再建利子助成事業給付金 県生活再建支援課： ☎ 076-225-1968

対象世帯：①半壊以上 ②敷地被害解体、長期避難

③応急仮設住宅等から供与期間内に退去

収入要件:・世帯収入が６００万円以内（所得の場合は４４０万円以内）

・２３歳未満の被扶養者がいる世帯は世帯収入の制限なし

最大 ７０．６ 万円

※原則、 公費解体との併用はできません

応急修理支援制度 地域整備課： ☎ 52-3680

対象範囲:①屋根・基礎・柱・外壁・床 など ②トイレなどの衛生設備

③電気・ガス・上下水道などの配管・配線 ④ドア等の開口部 など

申請期限：令和７年１２月３１日まで ※状況に応じて延長の場合あり

※半壊～大規模半壊の住家を解体した世帯は全壊と同様の扱いとなります。

※長期避難世帯も全壊と同様の扱いとなります。



最大 5 万円
公費解体または自費解体の申請者で、県のホームページに掲載されている事業者が行う

家財一時保管サービスを利用した方へ、補助金を給付します。

家財一時保管支援事業補助金 環境安全課： ☎ 52-3770

公費解体 公費解体専用ダイヤル（平日9時～16時）： ☎ 23-4176

65 万円
第一次配分：５万円 第二次配分：2０万円 第三次配分：2０万円

第五次配分：２０万円

石川県義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700

2．５ 万円 震災により被害を受けた世帯に対して、全国から寄せられた義援金を配分します。

穴水町義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700
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半 壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

申請受付【終了】

10 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の住まいに住み替える場合に要する費用を助成します。

※1世帯につき、1回に限り申請可能です。

ただし、応急仮設住宅・みなし仮設住宅に同居する複数の世帯が同一再建先に転居した

場合は、1つの世帯とみなします。

転居費用助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934

20 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の民間賃貸住宅に入居した際に必要となる契約に伴う費用

を助成します。

※すでに民間賃貸住宅への入居が完了している方も対象となります。

民間賃貸住宅入居助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934
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半 壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

上限 ２００万円

穴水町住まい再建支援金（建設・購入） 復興推進課： ☎ 52-0934

町内で建設または購入した世帯で、再建費用の10％を支給します。

※再建費用が500万円を超えない場合は、支援対象外

※住宅建設費用のみ対象（土地購入費は支援対象外）

※DIYによる材料費等は対象外（自身で建設する場合）

支援上限 １００万円

穴水町住まい再建支援金（修繕） 復興推進課： ☎ 52-0934

町内で震災により被害を受けた住家の修繕が完了した世帯に、再建費用の１０％を
支給します。

※再建費用が300万円を超えない場合は、支援対象外

※住宅の修繕のみ対象（擁壁補修、カーポート修繕など土地に係る費用や家電製品

の購入・設置費用は支援対象外）

※DIYによる材料費等は対象外（自身で修繕する場合）



10 万円（単身 ： 7．5 万円)

被災者生活再建支援金（町） 復興推進課： ☎ 52-0934

基礎支援金 ･･･ 1０万円（単身：7．５万円）

加算支援金 ･･･ なし

最大 34．3 万円

応急修理支援制度 地域整備課： ☎ 52-3680

【注意】・非住家（納屋や蔵、別荘など）は補助の対象外です。

また、「町外で生活しているが、実家が穴水町にある」というような場合でも、同様に対象外となります。

最大 36．3 万円 対象範囲:①屋根・基礎・柱・外壁・床 など ②トイレなどの衛生設備

：③電気・ガス・上下水道などの配管・配線 ④ドア等の開口部 など

対象外の例:犬走りの修繕、テラスの修繕、下地が壊れていない壁紙の張替え など

震災により被災した住家の屋根やドア等の開口部など、日常生活に必要な部分に

かかる応急的な工事にかかる費用の一部を補助します。

住宅等復旧支援事業補助金 地域整備課： ☎ 52-3680

【注意】・非住家（納屋や蔵、別荘など）は補助の対象外です。

また、「町外で生活しているが、実家が穴水町にある」というような場合でも、同様に対象外となります。

・同一住宅（一戸）に2世帯以上が居住している場合、補助額は1世帯当たりの額以内となります。

10 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の住まいに住み替える場合に要する費用を助成
します。

【注意】 ・1世帯につき、1回に限り申請可能です。

ただし、応急仮設住宅・みなし仮設住宅に同居する複数の世帯が同一再建先に転居した場合は、

1つの世帯とみなします。

転居費用助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934

対象世帯 ①長期避難世帯として認定されている者

②応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅）の入居者で、

供与期間中に退去した者（供与期間が延長になった場合は、

延長期間内に退去した者）
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準 半 壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

対象範囲:①屋根・基礎・柱・外壁・床 など ②トイレなどの衛生設備

③電気・ガス・上下水道などの配管・配線 ④ドア等の開口部 など

申請期限：令和７年１２月３１日まで ※状況に応じて延長の場合あり



55 万円
第一次配分：なし 第二次配分：1０万円 第三次配分：25万円

第五次配分：20万円

石川県義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700

20 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の住まいに住み替える場合に要する費用を助成
します。

民間賃貸住宅入居助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934

対象世帯 ①長期避難世帯として認定されている者

②応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅）の入居者で、

供与期間中に退去した者（供与期間が延長になった場合は、

延長期間内に退去した者）

※すでに民間賃貸住宅への入居が完了している方も対象となります。

14

準 半 壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）



15 万円（単身 ： 3．75 万円)

被災者生活再建支援金（町） 復興推進課： ☎ 52-0934

基礎支援金 ･･･ 5万円（単身：3．7５万円）

加算支援金 ･･･ なし

16 万円
第一次配分：なし 第二次配分：3万円 第三次配分：7万円

第一次配分：6万円

石川県義援金（住家被害） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700
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一部損壊
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
（住家の罹災判定）

最大 3４．3 万円 対象範囲:①屋根・基礎・柱・外壁・床 など ②トイレなどの衛生設備

：③電気・ガス・上下水道などの配管・配線 ④ドア等の開口部 など

対象外の例:犬走りの修繕、テラスの修繕、下地が壊れていない壁紙の張替え など

震災により被災した住家の屋根やドア等の開口部など、日常生活に必要な部分に

かかる応急的な工事にかかる費用の一部を補助します。

住宅等復旧支援事業補助金 地域整備課： ☎ 52-3680

【注意】・非住家（納屋や蔵、別荘など）は補助の対象外です。

また、「町外で生活しているが、実家が穴水町にある」というような場合でも、同様に対象外となります。

・同一住宅（一戸）に2世帯以上が居住している場合、補助額は1世帯当たりの額以内となります。

10 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の住まいに住み替える場合に要する費用を助成
します。

【注意】 ・1世帯につき、1回に限り申請可能です。

ただし、応急仮設住宅・みなし仮設住宅に同居する複数の世帯が同一再建先に転居した場合は、

1つの世帯とみなします。

転居費用助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934

対象世帯 ①長期避難世帯として認定されている者

②応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅）の入居者で、

供与期間中に退去した者（供与期間が延長になった場合は、

延長期間内に退去した者）

20 万円

（１世帯）

震災により住家に被害を受け、県内の住まいに住み替える場合に要する費用を助成
します。

民間賃貸住宅入居助成事業 復興推進課： ☎ 52-0934

対象世帯 ①長期避難世帯として認定されている者

②応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅、みなし仮設住宅）の入居者で、

供与期間中に退去した者（供与期間が延長になった場合は、

延長期間内に退去した者）

※すでに民間賃貸住宅への入居が完了している方も対象となります。



1人あたり 5 万円

石川県義援金（特別給付分） 石川県健康福祉部企画調整室： ☎ 076-225-1963

申請期限 令和７年１２月２６日（金）

1人あたり 2 万円

穴水町義援金（特別給付分） 会計課： ☎ 52-3690 / 議会事務局： ☎ 52-3700

自然災害により被害を受けた墓石等の復旧・移設などに要した費用の一部を補助します。

墓石等復旧支援事業補助金 環境安全課： ☎ 52-3770

最大 10 万円

（補助率 1/2）

対 象 :元の状態への復旧、修繕、移設（穴水町内での移設または町外から

穴水町内への移設に限る）並びに新規建立（穴水町内での新規建立に限る）

対象者:令和6年1月1日時点で穴水町に住所を有し、町税等に滞納がない者

※１世帯につき１回限り

補助金：5/6 所有者：1/6 ※ 50 万円

被災宅地等復旧支援事業補助金 地域整備課： ☎ 52-3680

最大 958 万円

対 象 :擁壁・宅地のり面の復旧工事、住宅の傾斜修復工事、住宅の地盤改良（液状化

対策のみ）など

対象金額:958万円

※補助対象経費から少額工事相当額 50 万円（所有者負担）を控除した額のうち、

5/6 を補助

※50万円以下の工事は制度対象外

(例）住宅が全壊し、住宅再建と併せて、宅地復旧を行う場合（耐震改修なし）

補助対象経費：1,200 万円（内訳：地盤改良：400 万円、宅地復旧：400 万円、擁壁復旧：400 万円）

1,200 万円 - 50 万円 ＝ 1,150 万円のうち、補助額：958 万円（5/6） 所有者：192 万円（1/6）

※所有者の総負担額は、192 万円に 50 万円を加算した 242 万円となります。

①耐震診断 最大 9 万円

（補助率 3/4）

住宅耐震改修補助制度 地域整備課： ☎ 52-3680

②耐震改修 最大 ２１0 万円

対象:①建築士へ耐震診断を依頼するためにかかる費用

②建築士による耐震診断により、耐震性がないと判断された住宅の耐震改修や傾斜修復などの工事費用
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上限額 ３ 万円

損壊家屋等解体撤去跡地防草対策支援金 環境安全課： ☎ 52-3770

支給対象者 公費解体又は自費解体（費用償還）を完了し防草対策を行った所

有者

支援金額 支援金額は１回限りの支給とし、防草シートの敷設に要した費用を

支援（ただし、費用が３万円に満たない場合はその額、千円未満切

捨て）

各種支援制度
令和 ７ 年 10 月 1 日 現在

申請したら にチェック！
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穴水町義援金（二次配分/集落配分） 議会事務局： ☎ 52-3700

一律 10 万円

規模加算単価 1 万円

地域・集落の地域コミュニティを維持するために被害を受けた施設の再建
に要する費用など、地域・集落の存続のために活用するものとして配分し
ます。

対象自治会 地区・町内会、仮設団地

使用用途は地区・町内会（仮設団地含む）の任意に任せる。

※地区・町内会の施設等管理経費及び活動経費への充当

※規模加算は、R5.12.31現在の住民基本台帳の世帯数又は、

仮設団地管理棟数を乗じる

10 万円

（１団地）

応急仮設住宅団地における自治会組織の設立経費や、自治会の運営・活動に必要な
経費を支援します。

仮設住宅自治組織形成支援事業 復興推進課： ☎ 52-0934

対象自治会 仮設団地

※川島第2団地については15万円
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地域コミュニティ施設等再建補助金 総務課： ☎ 52-3600

上限 ２，０００万円

地域・集落の地域コミュニティを維持するために被害を受けた施設（神社・寺など）
の建替・修繕を支援します。

以下の条件をすべて満たす施設

対象施設 ①穴水町に存在する施設（土地に固定され、安易に動かせないもの）

②専ら地域の住民が利用している施設（祭礼・集会等）

③専ら地域の住民が維持・管理している施設（掃除・光熱水費等）

④現に地域のコミュニティ活動に利用され、今後も利用する施設

対象者 区長、町内会長及び集落の代表

※宮司や住職の申請は対象外

補助率 対象経費総額の９/１０


